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ア
-
ア
ン

ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
過
程

l!7-フ
Y

ユ
に
お
け
る
強
制
仲
裁
制
度
の
後
展
と
そ
の
特
質

向

井

で台

」三L
日

典

序

言!t

l
l世
曾
政
策
史
に
お
け
る
措
働
争
議
調
停
仲
裁
制
度
の
位
置
l
l

開
国
働
争
議
の
激
佑
・
刊
日
出
展
に
よ
る
資
本
制
搾
取
機
構
由
一
撹
乱
を
緩
和
し
、
階
級
支
阻
秩
序
の
安
定
確
保
を
困
ろ
う
と
す
る
の
が
、
資

本
制
生
産
様
式
に
立
脚
ナ
る
近
代
闘
家
白
第
働
者
政
策

1
社
合
政
策
の
、
基
本
的
課
題
て
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
勢
働

争
議
に
謝
す
る
調
停
仲
裁
制
度
1

1
わ
け

τも
瀦
占
資
本
主
義

l
帝
園
主
義
の
時
代
に
わ
け
る
弊
玄
関
係
の
つ
強
制
的
和
解
」
の
槙
粁

と
し
て
制
定
さ
れ
る
「
強
制
仲
裁
制
度
」
は
、
か
か
る
政
策
目
的
白
最
も
端
的
な
表
現
形
態
て
あ
る
。
と
れ
が
紛
争
封
象
た
る
附
労
働
僚

件
に
つ
い
て
白
仲
裁
裁
定
の
強
制
を
も
っ
て
持
費
聞
の
宰
議
行
震
に
代
替
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
強
制
仲
裁
制
度
と

は
、
努
働
諸
保
件
白
維
持

l
改
善
な
い
し
野
働
基
本
樺
白
法
認

l
保
障
を
遁
じ
て
産
業
平
和
と
祉
曾
平
和
の
賢
現
を
困
る
持
働
者
政
策

H
H社
舎
政
策
ー
ー
と
く
に
「
圏
結
保
障
立
法
L

の
領
域
に
恩
ナ
る
そ
れ
白
、
危
機
的
縛
落
形
態
と
い
わ
ね
ば
た

b
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、

今
日
、

「
生
活
と
平
和
と
民
主
主
義
の
た
め
白
勢
働
組
合
の
模
利
」
擁
護
の
た
め
の
第
働
者
階
級
心
圏
結
と
統
一
を
破
壊
す
る
た
め
の

政
策
手
段
と
し
て
、
帝
圏
主
義
諸
圏
、
植
民
地
、
従
属
図
に
お
い
て
と
り
制
度

1
1ひ
ろ
く
勢
働
争
議
調
停
付
裁
制
度
一
般
が
利
用
さ

フ
ラ
ン
ス
彊
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
過
程

第
七
十
六
巻

一一

第
凶
器

七



フ
ラ
シ
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
過
程

れ

τい
る
己
凸
か
ら
も
明
か
左
如
く
、
圏
結
保
障
立
法
原
理
の
否
定
に
さ
え
通
じ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
沿
い

て
、
最
大
限
利
潤
白
一
週
求
を
主
要
な
任
務
と
し
特
徴
と
ナ
る
現
代
濁
占
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
の
も
と
で
の
、
費
本
制
「
社
舎

改
良
」
(
吐
舎
政
策
)
の
最
後
の
形
態
宣
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
一
九
ソ
う
。
本
稿
に
お
h
て
わ
だ
し
が
、
ア
ラ
Y
ス
強
制
仲
裁
制
度
の

登
展
と
特
質
の
解
明
を
試
み
よ
う
と
す
る
所
以
も
、
こ
こ
に
あ
る
。
危
機
に
お
け
る
7
ラ
Y
ス
祉
曾
政
策
史
の
構
造
把
握
の
た
め
の
準

備
的
労
作
と
い
う
の
が
、
究
極
の
課
題
で
あ
る
。

第
七
十
六
巻

E可

第
四
掠

-J、

部
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
現
段
階
に
和
け
る
労
働
宇
議
調
停
仲
裁
制
度
の
樹
龍
左
従
割
に
つ
い
て
は
、
世
界
労
連

(
W
F
T
U
)
議
長
、

D
・ゲ

イ
ツ
ト
リ
オ
民
が
週
確
な
分
析
を
一
市
L
て
い
る
。
「
第
三
国
世
界
労
働
組
合
土
台
議
事
録
」
(
五
月
寄
房
)
、
「
世
界
第
連
第
七
回
総
評
議
官
主
要
報

告
集
」
(
世
界
拶
連
日
本
事
務
局
)
の
首
該
個
所
を
参
照
の
己
と
ω

掛
来
危
樺
に
お
け
る
世
令
政
策
の
構
症
的
抱
揮
と
い
う
場
合
、
営
然
、
批
舎
保
陪
制
度
が
問
題
と
な
る

G

持
働
守
議
調
停
仲
裁
制
度
と
祉
曾
保
障
制
度

之
の
論
理
的
関
連
性
に
つ
い
て
は
後
述
L
た
。
な
相
、
今
H
の
Y

ラ
ン
λ

に
お
付
る
祉
曾
僻
障
の
担
担
割
に
つ
い
て
は
、
目
2
5
巴
E
E
F
h
w
ω
M
E
P
I

c
-
M
骨

F
F
E
E
E
出

0
0
庄内、

h
H
U
S
E包
括
見
句
。
E
M官
。
v
z
c
]
山
吉
員
、
H
C町

F
J
M
興
味
深
い
が
、
紙
数
の
制
約
の
た
め
、
乙
と
で
は
紹
介
出
車
な
い
。

も
と
も
と
資
本
主
義
肘
曾
陀
治
け
る
祉
曾
政
策
と
は
、
資
本
制
生
産

l
吉
岡
積
の
進
展
に
割
膝
す
る
弊
働
者
階
級
の
相
封
的
也
絶
射
的

貧
困
化
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
基
因
す
る
階
級
制
到
す
白
激
化
と
階
級
闘
争
の
裂
展
を
抑
制
す
る
た
め
の
「
鎮
静
剤
」
と
し
て
、
園
家
権

カ
リ
か
共
閥
的

K
費
動
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
見
宜
努
働
の
制
限
、
持
働
日
の
短
縮
、
賃
銀
の
引
『
仁
げ
、
最
低
賃
銀
の
保
障
、
世
舎
保

険
の
寅
施
な
ど

l
綿
じ
て
「
棄
に
よ
る
傍
働
力
債
値
基
の
抑
制
・
綾
耐
」
た
る
本
質
規
定
料
を
も
っ
そ
の
政
策
内
容
は
、
常
に

勢
働
者
白
自
主
的
行
動
の
権
利
と
自
由
に
謝
す
る
何

b
か
の
規
制
措
置
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
産
業
資
本
確
烹
期

の
第
働
政
策
を
特
徴
づ
け
る
初
期
工
場
法

(1初
期
批
骨
政
策
)
と
闘
精
禁
止
立
法
L
L

の
崎
隆
関
係
は
し
ば
ら
く
欄
く
と
し
て
も
、
勢
働

者
階
級
の
一
組
織
的
抗
争
陀
上
っ
て
圏
結
禁
止
立
訟
が
撤
慶
さ
れ
た
後
に
語
い
て
も
、
囲
結
と
争
議
の
自
由
は
必
ず
し
も
安
全
に
法
認
さ



れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
後
半
以
降
各
国
に
み
ら
れ
る
国
結
保
障
立
法
の
生
成
1
|枇
舎
政
策
の
一
環
と
し
て
の
努
働
組
合

法
の
成
立
・
露
関
も
ま
た
、
持
働
者
組
織
(
労
働
組
合
)
内
部
に
沿
い
て
形
成
・
確
立
さ
れ
来
た
っ
た
行
動
規
範

l
「
枇
曾
的
自
主
法
」

(
な
に
よ
り
も
「
組
合
規
約
」
主
い
う
か
た
ち
を
と
刀
、
園
結
躍
の
法
認
と
は
、
こ
れ
の
法
的
放
カ
を
承
認
し
た
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
)

に
封
抗
す

る
た
め
白
も
の
で
あ
っ
た
。
組
織
化
さ
れ
は
じ
め
た
プ
ロ

ν
グ
リ
ブ
ー
ト
の
吐
合
力
主
套
木
制
園
家
の
手
に
掌
握
し
、
彼
等
の
階
級
的

面

白
主
性
検
去
勢
す
る
た
め
に
、
圏
結
と
挙
議
の
自
由
が
法
的
に
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
安
本
制
生
産
の
敵
封
的
矛
盾
の

褒
展
1
iた
か
て
も
刑
判
占
形
成
期
に
治
り
る
階
級
樹
立

1
闘
争
の
激
化
と
と
も
に
、
「
持
働
組
合
法
」
の
み
を
以
て
傍
働
者
階
級
の
祉
合

①
 

力
を
掌
握
し
弊
〈
在
る
L

仁
き
、
階
級
関
係
の
調
整
の
た
め
に
再
び
闇
結
罷
業
樺
規
制
政
策
が
展
開
さ
れ
ざ
る
を
え
在
〈
な
る
o

圏
結

保
障
立
法
腫
系
の
左
か
か

b
の
第
働
争
議
調
整
機
能
の
分
降
1
白
す
化
。

1
|持
働
争
議
に
封
ず
る
調
停
仲
裁
制
度
が
、
己
己
に
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
在
〈
強
制
仲
裁
制
度
と
は
、
こ
れ
の
最
も
強
制
的

1
拘
束
的
社
形
態
で
あ
る
。
最
大
限
利
潤
誼
求
の
た

め
の
謂
占
資
『
不
の
政
策
意
思
白
従
僕
伽
執
行
機
関
に
樽
落
し
た
資
本
制
岡
家
は
、
今
や
、
勢
働
保
件
に
闘
す
る
強
制
仲
裁
を
も
っ
て
持

費
同
の
信
義
行
需
に
代
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
然
、
手
議
撲
の
侵
害
、
し
た
が
っ
て
固
結
保
障
立
治
原
理
の
存
定
に
遁

じ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
現
代
園
家
の
最
後
の
「
第
働
保
護
」

l
一
杭
曾
政
策
と
し
て
、
一
昨
曾
政
策
原
理
を
否
定
し
た
「
耐
曾

保
障
」
制
度
が
支
配
的
形
態
と
た
る
の
と
、
軌
を
一
に
し
た
も
の
と
い
ろ
こ
と
が
出
来
る

Q

世
曾
保
障
と
は
、
「
勢
働
者
階
級
内
部
て
の

賃
銀
白
一
再
分
臨
」
、
ナ
た
わ
ち
「
一
般
的
危
機
期
広
島
け
る
大
量
の
被
救
値
的
窮
民
主
主
僻
労
働
者
階
級
自
慢
の
負
婚
に
h
d
H

て
解
消
せ
ん

と
す
る
雪
印
に
他
な
ら
ず
、
そ
と
に
は
「
資
本
の
勢
働
力
債
値
牧
奪
の
抑
制
、
設
和
L

と
把
握
さ
れ
る
祉
合
政
策
の
本
質
規
定
性
は

殆
ど
痕
跡
を
も
と
ど
め
て
い
た
い
。
人
は
こ
れ
を
し
も
「
祉
曾
政
策
の
危
機
的
轄
落
形
態
」
と
よ
ぷ
。
勢
働
保
護
立
法
の
系
列
と
並
ん

て
社
曾
政
策
揮
系
主
構
成
ナ
る
と
と
ろ
の
も
う
一
つ
の
政
策
分
校
、
す
た
わ
ち
国
結
保
障
立
決
系
列
よ
b
己
れ
を
把
え
る
と
き
、
強
制

7

一
プ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
目
展
開
・
確
立
過
程

第
七
十
六
巷

五

第
四
披

プL



フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
民
間
・
確
立
沼
稲

第
七
十
六
巻

二
三
大

第
四
股

四
O 

(
調
停
)
仲
裁
制
度
こ
と
は
、
ま
さ
に
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
「
危
機
的
縛
落
」
の
典
型
的
表
現
と
よ
ぼ
れ
て
枠
制
る
ぺ
さ
ゼ
あ
ろ
う
。@

 

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
一
一
般
的
考
察
は
具
煙
的
た
フ
ラ
ン
ス
世
合
政
策
奥
の
稲
田
展
遁
程
に
目
し
て
も
、
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
フ

ラ
ン
ス
の
一
世
舎
政
策
白
屡
由
主
は
婦
人
・
幼
少
年
第
働
の
制
限
に
闘
す
る
一
八
四
一
年
-
一
一
月
一
一
一
日
法
の
制
定
と
と
も
に
は
じ
ま
る
が
、

こ
れ
は
七
九
一
年
六
月
一
回
目
白
「
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
法
」
以
来
の
圏
結
禁
止
諸
立
法
の
上
に
展
開
さ
れ
た
も
の
ぞ
あ
っ
た
。

四
八
年
二
月
に

b
け
る
パ
リ
l
・
プ
ロ
レ
グ
リ

7
l
ト
白
「
持
働
基
本
権
」
白
宣
言
位
、
国
結
と
品
市
議
の
自
由
に
劃
す
る
禁
犀
を
寸
成

り
大
幅
に
緩
和
さ
せ
た
が
、
こ
れ
も
六
月
降
起
の
敗
北
む
結
果
奪
い
還
さ
れ
、
勢
安
の
階
級
的
勢
カ
均
衡
を
政
治
支
配
の
要
諦
と
し
た

第
三
帝
制
(
ポ
ナ
パ
ル
チ
ズ
ム

)
lナ
ポ
レ
オ
ン
一
一
一
世
の
も
と
に
沿
い
て
、
八
六
四
年
五
月
二
五
日
訟
を
も
っ
て
「
圏
紛
の
自
由
」 八

(
号
。
阿
片
山
。

2
5
]
E。
る
が
法
認
さ
れ
た
後
に
沿
い
て
も
、
結
一
世

(
b
S
E
E
Eろ
お
よ
び
組
合
結
成
公
2
5
5ろ
の
擢
利
は
、
市
民

法
に
い
う
「
附
首
相
慨
む
自
由
」
を
侵
害
す
る
も
り
と
し
て
猶
も
禁
止
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
約
二

O
年
、
パ
リ

I
・コ

Y
ミ
ュ

-
八
八
一
年
六
月
三

O
自
に
結
紅
白
自

由
法

2
8
5
円
mraG2己
E
ロ
)
が
、
女
い
て
八
四
年
三
一
月
二
-
日
に
職
業
組
合
法
〔
務
働
組
合
法
〕
が
制
定
さ
れ
る
迄
、
争
議
行
鴬
は

猶
も
民
事
上
、
刑
事
上
の
責
任
を
菟
れ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
闇
結
と
争
議
の
自
由
に
謝
す
る
民
事
菟
責
・
刑
事
菟
責
は
、
勢
働
組
合

ー
ン
の
焦
土
白
な
か
か
ら
再
度
昂
揚
し
た
勢
働
組
合
運
動
の
枇
合
的
強
力
主
去
勢
す
る
た
め
、

運
動
の
一
一
暦
D
前
進
と
そ
れ
白
金
圏
的
組
織
化
を
推
進
め
た
の
持
働
組
合
集
合
所
〔
の
Z
E
Z
O
母
宅
E
b
g
E
)
と
品
目
働
取
引
所

(
出
。
耳
目
白
但
叶
E
E
5
0
一
一
大
系
列
白
統
合
と
し
て
、

7
ラ
γ
ス
券
働
総
同
盟
C
G
T
が
結
成
き
れ
た
の
も
此
頃
(
一
人
九
主
年
)
で

あ
る
o

労
働
者
階
級
の
相
封
的
・
絶
射
的
窮
乏
化
に
抗
す
る
不
断
の
抗
泊
中
、
し
た
が
っ
亡
そ
れ
に
基
因
す
る
資
本
制
搾
取
機
構
の
撹
宙
船

を
抑
制
す
る
た
め
、
第
三
共
和
制
の
諸
政
府
は
努
働
保
護
立
法
の
領
域
に
お
い
て
も
数
々
の
「
社
合
改
良
」
を
策
し
た
が
、
附
宵
働
争
議

の
激
化
は
更
に
、
争
議
の
都
民
生
漆
防
と
解
決
促
進
の
た
め
の
立
法
措
置
を
一
位
合
的
に
必
要
と
さ
せ
た
。
関
結
保
障
立
法
開
系
か
ら
〆
心
争



議
調
整
機
能
白
目
立
化
て
あ
る
。
既
に
一
八
六
四
年
に
お
け
る
闇
結
禁
止
立
法
撤
廃
以
来

l
l
一
八
六
四
年
法
審
議
の
際
に
提
案
さ
れ

た
エ
ミ
l
ル
・
オ

N
ず
ィ
エ
案
い
ら
い
の
、
幾
度
か
の
争
議
調
整
法
案
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
法
制
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
-
八
九
一
一

年
一
二
月
二
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
勢
働
政
策
上
は
じ
め

τ
D集
闇
的
持
働
紛
争
に
封
す
る
調
停
仲
裁
法
が
成
立
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
法

白
規
定
す
る
調
停
仲
裁
制
度
は
裁
定
に
何
ら
拘
束
力
な
き
全
く
任
意
的
ま
も
D
ゼ
あ
っ
た
た
め
、
第
資
双
方
D
無
視
な
い
し
誤
解
に
よ

U
法
の
質
放
性
を
保
せ
ら
れ
が
た
く
、
制
定
後
間
も
な
く
改
訂
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
出
し
た
。
強
制
仲
裁
賢
施
を
企
図
す
る
法
案
が

ネ

衣
々
と
議
曾
陀
提
出
さ
れ
た
。
だ
が
こ
れ
が
、
「
強
制
仲
裁
制
度
と
は
券
働
組
合
運
動
心
霊
展
を
阻
止
し
勢
働
者
D
罷
業
構
を
剥
奪
す

①
 

る
た
め
D
」
油
断
友
ら
た
hv
武
器
だ
と
り
7

一ア
Y

ス
第
働
者
階
級
の
惇
統
的
左
樺
利
感
情
と
員
向
か

b
劃
立
す
る
己
と
は
い
ろ
ま
ゼ
も

た
く
、
彼
等
D
組
織
的
抗
争
白
結
果
、
一
九
三
六
年
二
一
月
三
一
目
、
フ
ラ
ン
ス
最
初
日
人
民
戦
線
政
府
の
千
に
よ
づ
て
務
働
手
議
の

(
強
制
的
)
調
停
仲
裁
法
が
制
定
さ
れ
る
日
士
て
、
野
働
争
議
調
整
制
度
の
改
正
は
質
現
し
え
な
か
り
た
の
で
あ
る
。
同
法
の
規
定
に

よ
れ
ぼ
、
商
工
業
に
お
け
る
一
明
日
集
間
的
野
働
紛
争
は
ス
ト
ラ
イ
キ
ま
た
は
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
に
至

b
ざ
る
前
に
、
調
停
治
よ
び
仲
裁

手
掛
酬
に
附
托
さ
れ
ね
ば
た
ら
ず
(
強
制
的
〕
、
仲
裁
不
成
立
の
場
合
に
は
、
審
判
人
名
簿
よ
り
謹
ば
れ
た
一
名
の
審
弱
人

(
E
E
F
M
Rと

に
よ
る
裁
定
の
拘
束
を
受
け
れ
ば
た

b
た
い
と
い
ふ
定
味
に
治
い
て
、
法
は
張
制
力
を
賦
血
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
強
制
仲
裁
制
度

を
も
っ
て
勢
費
問
白
宰
議
行
潟
に
代
替
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
大
路
か
っ
劃
期
的
な
制
度
の
導
入
が
、
従
来

一
貫
し
て
勢
働
争
議
に
劃
す
る
図
表
権
カ
の
介
入
を
頑
唄
に
拒
否
し
て
来
た
勢
働
者
階
級
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
も
の
な
る
こ
と
は
、

特
に
詮
目
さ
れ
ね
ば
な
b
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
民
戦
線
政
府
白
も
と
に
b
け
る
フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
成
立
過
程

の
特
殊
性
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

山
市
一
九
九
二
年
捗
働
争
議
調
体
仲
裁
法
と
と
も
に
、
幾
度
か
提
出
さ
れ
〉
担
制
仲
裁
法
案
と
、
と
れ
に
封
す
る
捧
読
そ
れ
ぞ
れ
の
劉
舷
姿
態
に
づ
い
て

フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
括
和

第
七
十
六
巻

七

第
四
蹄

四



y

ラ
ン
ス
唄
制
仲
裁
制
度
。
毘
閲
・
確
立
週
稲

第
七
十
六
巻

/、

第
四
蝿

四

は
拙
稿
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
捗
同
国
政
策
見
の
一
劃
期
」
(
本
詰
第
七
方
巻
第
二
時
国
)
一
一
一
一
二
三
頁
、
持
よ
明
四
一
回
ニ
頁
参
照
。

一
九
コ
一
六
年
強
制
仲
裁
法
成
立
過
程
の
詳
細
な
経
緯
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
に
お
W
て
扱
っ
た
(
前
掲
拙
稿
参
照
)
。

そ
し
て
、
開
設
が
よ
く
そ
の
賢
妓
性
を
保
障
せ
ら
れ
却
を
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
務
費
関
係
の
性
格
ー
に
構
造
は
可
成
田
大
幅
な
轄
換
を
飴

儀
友
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
務
働
者
階
級
の
た
か
か
ら
「
強
制
仲
裁
法
案
は
祉
曾
化
へ
の
第
一
歩
て
あ
る
」
と
の
墜
さ

え
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
不
満
は
そ
れ
に
績
く
も
の
亡
あ
る
ロ
従
っ
て
こ
こ
で
の
課
題
は
、
か
か
る
も
む
と
し
て

制
定
さ
れ
た
強
制
仲
裁
制
度
が
、
果
し
て
営
初
所
期
さ
れ
て
い
た
如
き
政
策
款
問
棋
士
牧
め
え
た
か
ど
う
か
に
つ
い

τの
、
具
閥
的
検

討
陀
向
け

b
れ
ね
ば
え
な

b
な
い
。

wう
ま
で
も
な
く
法
の
賀
妓
性
は
そ
れ
の
謹
用
の
過
程
に
闘
し
で
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
左
い
で
あ
ろ

う

も
と
も
と
一
九
三
六
年
法
が
六
ヶ
月
の
期
間
を
限
り
主
と
し
て
鎖
動
期
に
あ
っ
た
賃
金
調
整
を
封
象
と
し
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
別
稽
で
述
べ
た
通

り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
一
九
三
八
年
二
月
二
八
日
ま
で
殺
力
を
延
長
さ
れ
、
更
に
周
年
一
一
一
月
四
日
法
に
よ
っ
て
常
設
的
な
弊
働
争
議
調
蕗
制
度
と
し
て

確
立
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
政
治
と
経
済
の
危
機
の
探
化
を
反
映
し
て
の
政
権
右
傾
化
と
と
も
に
強
制
仲
裁
制
度
が
、
弐
第
に
争
議
調
整
か
ら
宇
議
抑

酌
ん
い
ん
印
刷
小
酌
山
静
予
除
口
件
仙
し
て
ゆ
く
遁
程
を
一
目
す
も
の
で
あ
り
、
一
九
三
九
年
初
頭
い
ら
い
労
働
者
階
級
の
聞
に
こ
の
制
度
に
劃
す
る
否
開
と
徹

際
要
求
の
撃
が
拾
頭
し
た
こ
と
も
嘗
っ
て
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
や
が
て
第
二
次
世
界
天
職
へ
の
突
ス
と
と
も
に
、
職
時
鵠
働
値
制
の
要
請

に
よ
り
強
制
仲
裁
法
は
一
九
三
九
年
九
月
一
日
を
以
て
数
力
古
停
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
フ
ラ
ン
λ

の
敗
北
、
グ
イ
シ

1
政
府
の
樹
立
と
止
も
、
十
チ

ス
支
配
下
の
拘
禁
的
奴
穀
努
倒
制
度
と
こ
れ
に
罰
す
る
づ
甲
山
即
日
の
歴
史
が
こ
れ
に
槙
く
の
で
あ
る
。
ー
か
く
し
て
強
制
仲
裁
制
度
は
、
時
D
政
擢
の

如
何
に
よ
っ
て
そ
の
功
罪
吉
明
白
に
す
る
南
京
の
創
に
も
比
す
べ
き
性
格
を
有
す
る
乙
と
を
如
質
に
一
目
し
た
。
」
ま
こ
左
に
危
機
に
抱
け
る
批
曾
政
策

|
|
闇
結
保
障
立
法
の
末
路
を
一
市
す
に
遁
は
し
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

か
か
る
政
策
鴎
他

1
特
落
は
如
何
に
し
て
心
然
化
さ
れ
た
か

3

そ
れ
は
、
現
代
フ
ラ
シ
ス
吐
曾
政
策
史
の
上
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
も
っ
か
。

以
下
わ
た
し
は
こ
の
問
題
を
、
付
担
制
仲
裁
制
度
の
展
開
遁
程
(
一
九
三
八
牛
法
に
よ
る
常
設
的
制
度
と
し
て
の
碓
立
ま
で
)
、

M
H
政
策
構



遇
、
同
開
縛
落

l
療
(
質
過
程
の
順
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
は
常
に
、
こ
の
制
度

1
政
策
を
支
え
る
歴
史
的
社
舎
構
造
、
と

く
に
労
斉
雨
階
級
の
祉
舎
カ
の
鈎
抗
閥
係
と
そ
れ
ぞ
れ
の
寅
践
的
課
題
へ
の
遁
陸
態
度
、
こ
れ
に
期
す
る
政
府
の
政
策
意
思
正
が
明
確

に
さ
れ
ね
ば
な
ら
左
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
と
そ
、
資
本
主
義
枇
舎
に
お
け
る
勢
働
者
政
策
U
H祉
合
政
策
の
階
級
的
性
格

l
本
質
が
把

握
さ
れ
る
と
い
う
も
の
"
で
あ
る
。

【
補
記
】
以
上
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
彊
制
仲
裁
制
度
の
務
展
1
ζ

特
質
」
(
因
み
に
本
稿
は
そ
の
第
一
部
)
の
金
挫
の
序
論
と
L
て
執
筆
し
た

志
の
で
あ
る
が
、
同
稿
を
分
割
硝
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
一
ぽ
く
な
ヲ
た
た
め
一
、
と
こ
に
牧
錯
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
芦
稿
は
そ
の
第
一
部
を
な
す
。
こ
と
で
は
、
一
九
三
八
年
一
二
且
四
日
法
に
至
る
強
制
仲
裁
制
度
の
運
皆
遁
程
告
よ
び
、

同
法
に
主
る
常
設
的
制
度
と
し
て
の
確
立
の
意
義
が
分
析
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
但
し
、
次
稿
と
の
一
閲
聯
も
あ
っ
て
、
モ
白
政
策
構
造

(
争
議
制
限
と
賃
朝
出
現
制
)
に
つ
い
て
は
立
入

b
な
い
こ
と
に
し
た
。

① 

岸
本
英
太
郎
教
授
『
祉
官
政
策
論
』

巻
第
六
按
)
と
E
に
二
六
頁
多
照
。

沼
田
相
衣
郎
敬
授
「
努
働
組
合
の
政
拍
的
行
動
l

l
特
に
努
働
法
ー
と
の
闘
謹
に
於
て
i
l
l」

.
所
柱
)

勢
倒
立
法
叩
畿
毘
系
列
に
お
け
る
争
議
調
整
制
度
。
位
置
を
役
割
に
う
い
て
は
、
松
岡
三
郎
敬
授
「
第
働
争
議
調
整
揖
構
論
」

「
労
働
法
」
第
三
読
)
か

b
員
茸
な
示
唆
を
興
え
ら
れ
た
。

岸
本
歌
投
『
仕
合
政
策
論
白
根
本
問
題
』
(
日
本
評
論
世
)
前
篇
第
一
章
。

近
藤
文
二
秋
授
『
社
官
保
障
』
(
東
洋
害
館
)
四
四
頁
。

ア
ラ
ン
ス
枇
曾
政
策
且
に
闘
す
る
以
下
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、

c
c
dロ
l
p
E
旨

E
豆町

b

ミ
2
P
Eご
S
E缶
詰
主
主
主
二
回
日
酔

唱

C
H
4
T
-
E
巴己
E
P
h
G
G乱
立
巴
昌
司

H?]叫
に
よ
っ
た
。

(
有
斐
閣
)
ー
と
く
に
前
篇
第
一
第
三
章
お
よ
び
拙
稿
『
日
本
世
骨
政
策
見
の
分
軒
旭
伺
』

(
本
誌
事

巨呈
① 

(
野
村
教
授
編
『
今
日
の
第
働
組
合
』
新
評
論
枇

① 

(
労
働
法
畢
曾

⑥①④  

フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
過
程

第
七
十
六
巻

九

第
四
援

四



プ
ラ
ン

λ

強
制
仲
裁
制
度
。
畏
閲
・
確
立
過
程

第
セ
十
六
程

四
O 

第
四
時
踊

四
回

⑦ 

H
P
Z
z
o
m
F
5
2
h
a
~『
豆
島
札
口
号
、
J
Z
E
S
R
5お
唱
4
印

強
制
仲
裁
制
度
の
運
管
と
そ
の
背
景

i
l
l
一
九
三
八
年
法
成
立
ま
で
|
|

「
第
働
争
議
に
闘
す
る
一
九
コ
一
六
年
一
二
月
三
一
日
法
」
白
規
定
に
基
い
て
成
立
し
た
フ
ラ

Y

ス
最
初
の
強
制
調
停
仲
裁
制
度
は
、

同
法
の
定
め
る
調
停
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
の
政
府
命
令
が
笠
年
一
月
一
六
日
に
制
定
せ
ら
れ
た
と
き
、
運
此
官
白
第
一
歩
を
踏
出
し
た
。

と
己
ろ
亡
、
紛
宰
封
象
た
る
労
働
保
件
に
つ
い
て
の
強
制
仲
裁
(
ー
と
く
に
、
著
し
い
物
憤
隣
賞
陀
よ
る
努
働
者
階
経
由
窮
乏
と
い
う
現
貨
を
背
景

に
し
て
、
賃
親
調
整
が
そ
り
中
心
で
あ
フ
た
)
を
以
亡
、
商
工
業
に
治
げ
る
一
切
の
争
議
行
震
に
代
え
よ
う
と
の
極
め
て
大
腸
か
っ
劃
期
的

な
構
想
白
上
に
立
つ
同
訟
は
、
一
北
三
七
年
遁
常
園
脅
閉
舎
の
日
ま
で
の
約
六
グ
月
を
限
っ
て
施
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

p
、
同
午
六

月
乃
豆
七
月
に
は
憤
然
失
放
す
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
一
七
年
七
月
三
日
白
闇
曾
に
お
い
て
勢
働
大
巨
ル
パ
が
、
一
月
一

日
よ
り
五
月
十
五
日
ま
J

し
の
一
勢
働
粉
幸
一
一
、
四
九
七
件
に
謝
し
て
二
、
八
八
九
件
が
調
停
に
よ
り
、
三

O
O件
が
仲
裁
裁
定
に
よ
っ
て

①
 

調
整
さ
れ
た
と
報
告
し
た
こ
と
は
、
法
の
賢
放
性
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
裁
定
注
反
件
数
も
ま
た
、
最
初
心
主
ケ
月
聞
の
総
裁

告

定
件
数
二
三

O
の
う
ち
僅
か
一
一
一
件
(
努
使
同
数
〕
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
然
し
乍
b
、
高
事
が
好
都
合
に
運
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
阪
陀
前
年
の
「
マ
チ
エ

R

Y
協
定
」
締
結
一
直
後
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
資
本
家
階
級
の
、
政
府
沿
よ
び
勢
働
者
に
封
す
る
反

撃
の
強
化
、
そ
れ
む
結
果
と
し
て
の
酷
出
資
闘
係
の
再
度
心
緊
張
激
化
の
た
め
に
、
強
制
仲
裁
制
度
は
所
期
の
政
策
妓
呆
主
牧
め
え
た
か

に
見
え
た
時
す
て
に
、
避
け
が
た
い
困
難
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

前
年
春
の
人
民
験
線
の
「
勝
利
」
!
l
l
わ
け
て
も
五

t
六
月
の
昼
前
の
大
罷
業
い
ち
い
「
務
働
者
陪
鼠
が
斗
手
に
よ
っ
て
工
場
主
に
負
は
せ
た
新
し

い
社
曾
立
法
、
す
な
わ
ち
、
国
韓
協
約
、
最
低
賃
銀
制
、
週
四
十
時
間
待
働
制
、
有
給
休
眠
、
勢
働
者
選
出
の
工
場
代
表
者
制
度
な
ど
は
p

大
部
分
の



工
場
主
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
我
慢
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
大
工
場
主
た
ち
は
、
社
曾
立
法
の
寅
施
官
失
敗
さ
せ
る
た
め
に
、
ブ
一
フ
Y
ス
の
経
済
生
活

を
わ
ざ
と
混
飢
さ
せ
た
。
閤
際
併
働
局
に
お
け
る
フ
ア
シ
ス
F
代
表
が
、
一
九
三
六
咋
六
月
に
フ
ラ
シ
ス
工
場
主
側
代
表
一
フ
シ
ベ
ー
ル
・
リ
ボ
1
氏
に

し
め
し
た
忠
昔
、
す
な
わ
ち
、
『
勢
働
者
階
級
を
屈
服
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
は
、
工
場
閉
鎖
で
あ
り
、
鰹
済
生
活
の
停
止
で
あ
る
』
ー
ー
を
、
か
れ
ら

は
文
字
通
り
賀
行
し
た
。
所
有
者
ど
も
は
資
本
を
職
出
し
た
。
解
叫
営
者
は
工
場
の
活
動
力
を
に
ぶ
ら
せ
、
務
働
者
と
の
衝
突
干
ス
ト
ラ
イ
キ
を
桃
援
し
、

と
く
に
軍
需
エ
場
に
お
い
て
は
、
多
く
の
工
場
閉
鎖
を
あ
え
て
お
と
な
っ
た
D
L
(
M

・
ト
レ
1
ズ
、
ー
・
デ
ュ
ク
口
、
〔
ね
ず
、
と
い
で
、
4
4
J

曹
〕
『
解

放
へ
の
あ
ゆ
み
』
祉
背
番
房
肢
一

O
頁
)

調
占
属
団
施
の
引
上
げ
を
様
粁
と
し
た
急
激
な
イ
ン
フ
レ

1
ジ
ョ

y
、
生
霊
サ
ボ
や
工
場
閉
鎖
に
よ
る
「
生
産
の
危
機
」
、
し
か
も
、

E
額
金
フ
-
フ

y

り
圏
外
流
出
(
資
本
逃
湿
)
は
、
こ
り
「
混
説
」
を
倍
加
す
る
も
D
で
あ
り
、
プ
ル
ム
内
閣
の
財
1
政
経
済
政
策
は
破
綻
を
一
目
し
た
。
濁
占
資
本
の
反

撃
は
さ
ら
に
人
民
戦
拍
酬
の
統
一
破
壊
に
も
向
け
ら
れ
、
愈
法
1
j市
脅
績
の
右
傾
也
子
と
も
に
、
プ
ル
ム
内
閣
の
立
場
も
大
き
く
鴎
換
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
、
「

E

ハ
シ
と
平
和
と
自
由
」
を
求
め
る
勢
働
者
階
級
の
前
途
に
暗
影
を
投
げ
か
け
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
樫
漕
的
混
胤
と
政
治

1
祉
曾
的
動
揺
。
強
制
仲
裁
制
度
じ
し
ん
が
、
か
か
る
諮
問
難
の
打
開
の
た
め
の
窮
飴
の
一
策
と
し
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
改
め
て
、
述
べ
る
ま

で
も
な
か
ろ
う
。
乙
れ

ιの
温
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
現
代
フ
ラ
V
ス
努
働
政
策
史
の
一
劃
期
』
(
と
く
に
、
二
九
三
七
頁
)
参
照
の
こ

Lι

。と
こ
ろ
で
、
人
民
験
線
社
曾

I
経
済
改
革
に
劃
す
る
淘
占
資
本
の
か
か
る
反
撃
の
結
果
と
し
て
の
経
済
的
混
乱
と
政
治
l
社
合
的
動
指
と
に
よ
っ
て
、

ポ
'
ズ

白
己
の
存
立
基
盤
を
不
安
定
な
ら
し
め
ら
れ
た
プ
ル
ム
内
閣
は
、
此
年
一
一
月
つ
い
に
、
改
革
の
休
止

l
人
民
験
線
綱
領
の
「
休
止
」
を
艶
明
す
る
に
至

っ
た
。
濁
占
資
本
に
屈
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
破
局
的
な
財
政

1
臨
調
的
危
機
(
貨
に
三
六

O
憶
ア
ラ
ン
に
よ
っ
た
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
赤
宇
猿
非
は

ζ

れ
を
示
す
)
を
緩
和
L
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
e

だ
が
祉
脅
不
安
、
勢
倒
年
議
は
猶
も
や
ま
ず
、
資
木
の
圏
外
逃
謹

i
荷
出
は
い
っ
そ
う
激
し
〈
な

り
、
六
月
に
な
る
と
金
融
恐
慌
の
欣
憶
を
さ
え
招
く
に
至
っ
た
ロ
政
府
の
か
か
る
随
従
的
な
政
策
時
換
に
憤
激
す
る
C
G
T
の
要
求
に
お
さ
れ
て
プ
ル
ム

は
、
所
謂
「
六
月
法
慌
」
に
罰
す
る
慮
告
策
と
し
て
矯
替
管
理
を
含
む
可
成
り
大
陪
な
湿
済
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
議
舎
に
「
財
政
辛
一
一
擢
委
任
法

実
」
を
提
出
し
、
下
院
の
承
認
を
え
た
が
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
?
の
最
大
の
希
望
を
托
さ
れ
た
一
人
、

r・
ヵ
ィ
伊

1
(
]
S
Z
E
Eき
に

ひ

き

い
ら
れ
た
愈
進
証
曾
紫
円
支
配
す
る
よ
院
に
よ
り
否
決
さ
れ
」
、
六
月
三
十
一
日
早
朝
、
線
辞
職
を
行
ふ
に
至
っ
た
。
猛
烈
な
資
本
攻
勢
に
た
ま
り
か

フ
一
フ
シ
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
良
開
・
楕
立
泡
程

第
七
十
六
巻

四

第
四
披

畑
ヨ圭



資
本
家
階
級
の
猛
烈
な
反
撃
に
よ
っ
て
持
働
組
合
運
動
の
前
迭
に
暗
い
影
が
投
げ
か
け
ら
・
れ
た
時
ま
さ
に
、
持
働
協
約
の
頁
新
D
時

期
に
あ
た
ワ
て
い
た
。
現
行
協
約
D
多
く
は
マ
チ
一
二
-
Y
協
定
直
後
に
一
ヶ
月
の
有
数
期
限
を
も
づ
て
栂
結
さ
れ
て
い
た
た
め
、
此
年

六
月
乃
至
七
月
陀
は
首
然
期
聞
が
満
了
す
る
己
と
と
な
っ
て
い
た
白
て
あ
る
。
だ
が
前
述
の
勢
資
関
係
の
緊
張
激
化
は
、
己
れ
を
契
機

@
 

陀
し
て
前
年
春
の
大
混
乱

(
C芯
目

r耳
目
。
画
。
)
に
も
比
す
ベ
空
接
働
雫
議
の
杢
面
的
激
化
を
懸
念
さ
せ
た
。

ζ

日
危
機
を
越
け
る
た

め
プ
ル
ム
(
首
相
)
は
、
勢
資
雨
嘗
事
者
が
任
意
的
に
曲
目
働
協
約
D
殺

カ
主
六
ヶ
月
間
延
長
す
る
よ
う
要
藍
し
た
が
、

iー

c
G
T
も
ま
た
己

ア
一
フ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
過
程

ね
て
、
人
民
戦
線
政
府
が
遂
に
倒
壊
し
た
の
で
あ
る
F

円
第
一
表
]
一
九
三
七
年
内
フ
ラ
ン
λ

の
摺
業
統
計
由

医画監霊
39，485 

76，152 

4

3

7

 

8

3

7

 

3

6

8

 

0

2

0

 

6

7

3

 

羽
川
一
同

22，794 

9，194 

40，280 

17，966 
19，602 

名件

267 

376 

522 

375 

151 

180 

245 

736 

586 

1987年

1 月

2 月

日月

竺到竺竺

97 

78 

日
μ
n
n
n
n

4 

5 

E 

8 月

日

μ
R
n
n
n

第
七
十
六
巻

回

回
大

第
四
時
国

れ
に
同
意
し
、
現
行
協
約
が
延
長
さ
れ
る
場
合
に
は
、
(
物
侵
騰
貴
に
際

じ
て
の
賃
銀
調
整
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
)
現
行
の
強
制
仲
裁
制
度

も
亦
、
同
時
に
六
ヶ
月
間
延
長
さ
れ
ん
こ
と
士
希
望
し
て
い
た
が
!
l
l

こ
れ
ら
の
努
力
は
空
し
な
か
っ
た
。
調
占
資
本
I
C
G
E
が
、
モ
白
前

提
保
件
と
し
て
、
雇
傭
解
雇
D
自
由
・
ス
ト
ラ
イ
キ
の
禁
止
に
つ
い
て

「
経
皆
様
」
の
確
保
|
|
潤
占
費
本
は
己
己
に
、

の
保
障
を
政
府
に
要
求
し
、
協
約
白
任
意
的
な
放
力
延
長
を
拒
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

C
G
T
D
枇
合
力
主
一
皐
に
減
殺
せ
ん
と
困
っ
た
白
て
あ
る
。

か
か
る
資
本
家
階
級
の
態
度
を
前
に
し
て
は
、

一
九
三
六
年
法
白
定
め
る
強
制
仲
裁
制
度
は
徐
り
に
も
無
カ
て
し
か
な
か
っ
た
。
殊

に
、
同
法
が
裁
定
違
反
者
に
封
ず
る
罰
則
を
設
け
ず
、
強
制
を
世
論
の
屋
祖
に
ま
か
せ
て
い
た
こ
と
は
、
批
宵
働
宰
議
調
整
機
構
と
し
て

り
役
割
主
著
し
〈
減
返
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
モ
の
弱
躍
な
強
制
仲
裁
制
度
さ
え
が
有
数
期
間
満
了
白
日
が
目
庇
に
迫
つ



本

て
性
た
一

ω
て
あ
る
。

業
も
ち
ろ
ん
私
は
、
強
制
仲
裁
制
度
が
常
に
罰
則
規
定
を
設
け
ね
ば
な

ιな
い
と
云
う
の
で
は
沿
い
岱
そ
れ
の
意
味
は
、
夫
々
の
問
題
歎
況
に
特
け
る

勢
資
南
酔
叡
聞
の
世
官
力
の
封
抗
関
係
に
布
ド
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な

ιな
い
。
ー
ー
な
布
、
調
占
資
本
の
反
撃
を
前
に
し
て
の
プ
ル
ム
内
閣
強
制
仲

裁
制
度
目
不
振
を
示
す
一
例
と
し
て
、
押
裁
裁
定
謹
反
件
数
百
此
年
(
一
九
三
七
年
)
度
以
後
、
急
激
に
噌
加
L
、
同
年
末
迄
の
裁
定
違
反
は
総
裁

定
件
数
の
う
ち
一

O
%
に
撞
し
た
と
と
(
四
八
三
件
の
う
ち
五
=
一
件
)
、
し
か
も
、
五
一
一
一
の
謹
反
件
数
の
う
ち
、
使
用
者
ま
た
は
佳
用
者
園
瞳
の
遺

⑤
 

反
が
四
=
件
を
占
め
ζ

い
る
こ
ー
と
を
指
摘
し
て
お
か
う
。

こ
こ
に
お
い
て
プ
ル
ム
は
、

C
G
P
F
の
要
求
士
誼
絶
す
る
と
と
も
に
五
月
二

O
目
、
現
行
の
勢
働
協
約
ゐ
よ
び
強
制
仲
裁
制
度
を

六
ヶ
月
間
延
長
す
る
た
め
の
法
案
を
園
舎
に
売
品
し
た
。
だ
が
既
述
(
四
五
頁
)
し
た
如
く
、

法
案
審
議
中
に
フ
ル
ム
内
閣
は
倒
れ
、

祉
曾
・
念
進
駐
舎
雨
黛
白
由
連
立
主
基
盤
と
し
た
シ
ョ

l
グ
ン
(
〔
V
旦
=
o
h
E
足
。
吉
宮
)
内
閣
が
ζ

れ
に
績
い
た
。
己
れ
は
前
内
閣
よ
り

①
 

透
か
に
右
傾
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
(
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ョ
，
n
タ
ン
内
閣
を

E
ヴ

E
Z
骨

A
F
O
E
-
V
4
g
E
H
O
邑
E
ロV
と
呼
ぶ
人
も
あ
る
)
が
、
法

案
そ
の
も
の
に
は
さ
ほ
ど
の
影
響
を
輿
え
る
己
と
も
な
く
、
六
月
一
八
日
治
と
し
て
成
立
し
、
六
月
か
ら
一
一
月
ま
で
白
聞
に
失
放
ナ

る
凡
て
の
勢
働
協
約
六
ク
月
間
延
長
と
、
現
行
強
制
仲
裁
制
度
を
同
年
未
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
定
め

b
れ
た
。

か
く
て
強
制
仲
裁
制
度
は
幾
つ
か
の
歓
陥
を
含
ん
だ
ま
ま
で
、
と
も
か
く
も
六
ヶ
月
聞
の
数
カ
延
長
土
質
現
さ
れ
た
。
だ
が
同
制
度

白
蓮
皆
と
と
も
に
痛
感
さ
れ
叫
し
だ
詩
歓
陥
は
弘
営
然
改
訂
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
も
の
ど
あ
っ
た
。
わ
け
て
も
、
強
制
仲
裁
制
度
を
も

っ
て
斉
本
家
階
級
の
攻
撃
に
臆
え
ん
と
す
る

C
G
T
に
と
っ
て
は
、
扮
争
解
決
に
品
開
り
に
も
多
く
白
日
子
を
要
す
る
己
と
、
賃
金
調
整

(
裁
定
)
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
、
裁
定
の
執
行
に
強
制
力
が
な
か
っ
た
己
と
、
等
は
、
耐
え
が
た
い
も
む
て
あ
っ
た
。

一
九
二
六
年
法
に
は
、
最
少
限
弐
の
五
つ
の
欠
陥
が
含
ま
れ
て
い
た
ー
と
い
わ
れ
て
い
知

の
調
停
仲
裁
手
績
が
除
り
に
も
複
雑
で
あ
り
、
粉
争
調
整
に
多
数
白
日
子
を
要
し
す
ぎ
る
こ
と
。
ー
ー
一
つ
の
紛
争
が
仲
裁
に
附
托
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
碍
立
過
程

第
七
十
六
巻

四

第
四
控

四
七



y
ラ
ン
ス
彊
制
仲
裁
制
度
目
畏
閲
・
確
立
過
程

第
七
十
六
巻

四
回

第
四
銃

四
i'、

四
段
階
乃
至
五
段
階
を
経
る
こ
と
を
要
し
(
麻
調
停
委
員
官
↓
骨
同
調
委
↓
査
園
調
書
↓
仲
裁
人
↓
容
州
人
)
、
各
段
階
の
所
炉
長
長
期
間
(
調
停
で

は
走
々
四
日
以
内
仲
裁
人
審
判
人
の
裁
完
成
立
に
ヲ
い
て
は
期
閣
の
規
定
な
L
)
が
し
ば
し
ば
無
脱
さ
れ
、
一
つ
の
事
件
の
解
決
に
五
、
六
ヶ
月
聞
か

か
る
こ
と
さ
え
少
く
な
か
っ
た
。

①
仲
裁
裁
定
が
不
斉
一
で
あ
っ
た
こ
と
。

1

|
仲
裁
(
ま
た
は
審
判
)
人
は
殆
ど
無
制
限
の
模
限
を
興
え
ら
わ
、
賃
金
裁
定
そ
の
他
に
つ
い
て
殆
ど
濁

自
的
た
則
叫
闘
を
許
容
さ
れ
た
の
で
、
同
一
産
業
の
同
一
問
題
に
つ
い
て
す
ら
、
仲
裁
人
、
審
判
門
人
毎
に
種
々
の
裁
号
か
下
さ
れ
る
吠
臓
で
あ
っ
た
。

③
仲
裁
裁
定
に
謝
す
る
控
訴
機
闘
が
な
い
こ
と

o
l
l
-
九
三
六
年
訟
が
、
裁
定
に
不
満
な
首
事
者
が
控
許
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
争
議
解
決
が

遷
延
さ
れ
る
の
を
強
測
し
て
、
仲
裁
裁
定
は
い
か
主
る
場
合
も
土
訴
か
許
さ
な
い
と
定
め
た
己
と
、
既
油
別
稿
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
強
制
仲
裁
制
度

の
運
替
と
と
も
に
、
調
停
仲
裁
芋
結
運
反
む
防
止
、
仲
裁
人
、
審
判
人
の
行
勅
規
制
、
裁
定
の
絡
局
的
統
一
化
な
ど
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
出

J
t。

こ
れ
ら
の
程
験
に
よ
っ
て
、
控
訴
手
苧
u控
訴
機
闘
の
設
置
が
聴
く
要
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
む

④
管
時
か
明
確
で
な
い
こ
え

1
l
一
九
三
六
年
法
が
一
切
の
集
図
的
勢
働
紛
争
を
劉
象
と
し
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
個
々
の
嘉
陸

的
ケ
ー
ス
と
の
閥
還
で
、
針
象
規
定

1
内
容
怪
奇
か
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
問
題
を
混
飢
さ
せ
た
。
一
例
を
組
ム
員
た
る
の
故
の
解
雇
の
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
み
る
と
、
解
雇
を
め
ぐ
る
苧
議
が
「
集
圏
的
紛
争
」
で
あ
れ
ば
、
強
制
調
停
仲
裁
法
の
法
盆
と
し
て
被
解
雇
者
は
、
「
伍
職
」
の
裁
定
を

受
け
う
る
が
、
右
O
不
首
解
雇
が
、
被
解
雇
者
封
使
用
岩
の
「
個
別
的
紛
争
」
と
な
れ
ば
、
努
働
審
判
所
(
円

E
E
-
骨

E
邑
-EEEO)
の
専
属
的
管

轄
邑
な
る
た
め
、
乙
れ
に
提
許
し
、
不
官
同
町
屋
K
L
て
「
損
害
賠
償
」
(
宕
自
E
晶
2
5宮
内
中
主
主
請
求
し
た
つ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
静
働
者
側

は
、
「
集
圏
的
紛
争
」
を
、
使
用
者
側
は
「
個
刷
的
精
宮
古
主
張
す
る
の
は
首
然
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
調
停
仲
裁
制
度
の
管
轄
の
明
確
化
が
を

大
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
碩
制
力
が
な
い
こ
と
。

l
l仲
裁
裁
定
の
執
行
に
罰
則
が
伴
は
ず
、
設
の
強
制
力
は
祉
曾
的
世
論
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
既
に
ホ
文
で
諸
ベ
た
通

り
で
あ
る
が
、
資
木
攻
勢
の
激
伯
、
労
資
関
係
の
緊
張
激
化
と
と
も
に
、
立
法
者
の
首
初
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
裁
定
違
反
件
数

む
増
大
と
と
も
に
、
罰
則
制
定
が
要
望
せ
ら
れ
る
の
は
首
然
で
あ
っ
た
。

な
か
で
も
、
生
計
費
白
昂
騰
と
此
年
七
月
白
平
慣
切
下
げ
(
第
一
-
衣
)
、
し
た
が
う
て
賃
金
引
上
げ
の
更
に
一
居
心
必
要
性
と
い
う
現

質
主
前
に
し
て
は
、
強
制
仲
裁
制
度
の
強
化
が
撃
ま
れ
た
の
は
蛍
然
で
あ
っ
た
。
九
月
四
目
、

C
G
T
執
行
委
員
舎
は
モ
の
た
め
の



、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
.
‘
.

勺
勧
告
」
を
政
府
に
提
出
し
、
調
停
仲
裁
手
績
の
簡
素
化
と
迅
速
化
の
た
め
に
九
月
十
八
日
政
府
命
令
を
制
定
さ
せ
た
。
問
料
調
停
委
員

合
ま
た
は
会
関
一
調
停
委
員
舎
に
附
托
さ
れ
た
続
容
に
つ
い
て
委
員
舎
の
遁
ヰ
数
が
調
停
を
無
盆
て
あ
る
と
認
定
し
た
場
合
、
或
は
常
事

者
白
一
方
が
各
段
階
の
調
停
委
員
合
(
蘇
・
告
同
・
金
閣
)
に
出
席
し
友
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
仲
裁
手
績
に
附
托
し
う
る
こ
と
と
定
め

b
れ
た
。
だ
が
己
れ
は
C
G
T
の
要
求
を
満
足
さ
寸
る
に
は
程
遠
く
、
強
制
仲
裁
制
度
の
強
化
の
た
め
に
は
更
に
全
面
的
な
改
革
が
必

要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
間
に
も
第
賛
同
白
封
立

l
緊
張
は
往
々
激
化
し
た
。
こ
こ
に
沿
い
て
首
相
シ
ョ

l
グ
ジ
は
、
勢
資
の
丸
山
岳
山
町
ゆ
か
を
遁
じ
て
仲

裁
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
母
議
規
制
立
法
を
劇
先
せ
ん
と
歓
し
て
、

C
G
T
代
表
と
C
G
F
F
代
表
を
マ
チ
ュ
ョ

y
官
邸
に
召
集
し

よ
う
と
し
た
(
九
月
三
だ
が
既
に
前
年
り
第
一
次
マ
チ
三
ヨ

V
曾
議
(
一
九
三
六
年
六
月
)
に
お
け
る
「
敗
北
」
を
旗
回
せ
ん
と
し

τ、
第
二

次
合
議
を
決
裂
(
同
年
一
一
月
)
さ
せ
た
使
用
者
側
I
C
G
F
F
が、

C
G
T
を
唯
一
白
交
渉
相
手
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
担
否
し
て
此
度

の
(
第
三
究
)
舎
議
に
出
席
し
た
か
っ
た
の
は
営
然
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
強
制
仲
裁
法
D
有
放
期
間
満
了
の
日
は
刻
々
と
迫
っ
て

モ
れ
は
同
年
三
一
月
一
一
二
日
に
期
間
金
満
了
す
る
筈
で
あ
っ
た
。
か
く
て
V
ョ
1
グ
V
は
期
間
満
了
日
の
間
隙
に
な
っ
て
、
現

い
た
。

行
訟
の
毅
カ
を
延
長
す
る
と
と
も
に
若
干
の
改
正
を
行
う
た
め
の
法
案
を
議
舎
に
提
出
し
た
。
だ
が
改
正
黙
を
検
討
す
る
に
は
品
駄
に
も

時
日
が
少
過
ぎ
た
(
現
行
法
央
致
ま
で
岡
、
五
日
し
か
な
か
ご
に
)
。
下
院
第
働
委
員
舎
は
そ
の
た
め
、
兎
も
角
も
現
行
法
の
有
数
期
聞
を
更

に
ニ
ヶ
月
間
延
長
し
よ
う
と
白
暫
定
措
置
が
策
し
た
が
、
こ
れ
は
、
野
安
関
係
に
謝
す
る
政
府
白
干
渉
を
考
度
に
嫌
悪
す
る
資
本
家
階
級

お
よ
び
上
院
の
激
し
い
反
創
出
に
あ
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
彼
等
は
強
制
仲
裁
制
度
・
第
働
協
約
と
も
に
、
期
間
滅
了
と
同
時
に
失
致

l

更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
社
い
と
し
た
の
て
あ
る
。
だ
が
既
に
歪
み
き
っ
て
し
ま
っ
た
持
費
関
係
に
沿
い
て
、
営
事
者
間
の
任
意
的
た
協
約

更
新
が
成
功
す
る
筈
が
な
く
、
こ
れ
に
伴
ヲ
て
惹
起
す
る
扮
停
が
仲
裁
に
附
托
さ
れ
る
と
き
、
彼
等
(
渦
占
資
本
)
が
極
度
に
嫌
悪
し

ア
ラ
シ
ス
強
制
件
裁
制
度
の
艮
開
・
確
立
過
程

第
七
十
六
巻

四
五

第
四
披

四
九



ア
ラ
ン
ス
張
制
仲
裁
制
度
D

展
開
・
確
立
通
程

第
七
十
六
容

四
プミ

第
四
頭

五
O 

て
hv
る
仲
裁
裁
定
に
よ
る
「
企
業
経
営
の
自
由
に
射
す
る
規
制
」
が
行
わ
れ
る
懸
念
が
あ
ワ
た
。
こ
れ
は
在
ん
と
し
て
も
防
が
れ
ば
な

b
な
い
。
こ
の
懸
念
は
遂
に
上
院
を
も
、
法
案
通
過
に
妥
協
さ
せ
る
己
と
に
な
っ
た
。
現
行
の
調
停
仲
裁
制
度

b
zび
第
働
協
約
の
致

力
を
二
月
一
一
八
日
ま
で
延
長
す
る
と
こ
ろ
の
法
!
l
l
一
九
三
八
年
一
月
一
一
目
訟
が
成
立
し
た
臼
て
あ
る
。
一
九
三
六
年
法
の
諸
原
則

は
数
カ
を
延
長
す
る
こ
と
に
な
っ
た
1
l
iま
た
し
て
も
、
懸
突
の
制
度
的
改
革
に
は
指
一
本
を
も
燭
れ
な
い
ま
ま
に
沿
い

τて
あ
る
。

だ
が
相
騒
ぐ
園
際
政
治
の
緊
張
と
圏
内
の
政
治

1
経
済
的
危
機
の
深
化
は
、
勢
資
開
係
の
平
静

1
位
舎
平
和
の
強
制
的
確
保
主
盆
々

必
要
と
し
た
。
モ
の
た
め
シ
ョ

1
F
Y
は
、
翌
一
月
一
二
日
、
持
費
双
方
の
協
議
に
基
い
て
第
働
立
法
陣
系
の
全
面
的
刷
新
を
行
わ
ん

C
G
T
と
C
G
P
F
の
代
表
を
マ
チ
ニ
ョ

V
官
邸
に
招
集
し
た
。
付
務
働
者
白
雇
用
・
解
雇
に
闘
す
る
法
、

と
し
て
、

伺
職
業
紹
介

同
開
蹴
胃
働
争
議
調
停
仲
裁
法
、
岡
野
働
争
議
法
、
府
勢
働
者
代
表
制
に
関
す
る
法
か
ら
構

由

成
さ
れ
る
「
)
近
代
勢
働
法
」
(
宮
内
号
目
。
骨

2
E
吋

9
2】
)
昔
、
曾
議
を
背
景
に
し
て
成
立
せ
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
曾

に
闘
す
る
法
、
国
第
働
協
約
に
闘
す
る
決
、

議
は
ま
た
も
平
C
G
F
F
の
尚
席
桓
否
に
よ
っ
て
失
政
に
蹄
し
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
頃
、

シ・ョ

l
グ
ン
内
閣
は
(
人
民
職
組
綱
領
の
不
履

皐
組
制
政
穫
を
組
織
(
一
月
一
八
日
)

再
度
首
班
に
任
命
さ
れ
た
シ
ョ

l
グ
γ
は
、
合
進
枇
舎
黛

す
る
と
と
も
に
「
潤
占
資
本
と
の
妥
協
工
作
品
め
、
財
時
の
再
建
と
図
防
白
強
化
に
念
い
だ
噛
」

政
樺
の
有
傾
化
/
然
し
乍
ら
一
、
古
き
の
「
}
近
代
務
働
法
」
案
は
と
も
か
く
も
一
月
一
一
七
日
に
下
院
に
提
出
さ
れ
た
。
法
案
は
上
院
治

上
ぴ
使
用
者
側
よ
り
す
る
獄
烈
た
反
封
。
な
か
に
お
H
て
完
卒
に
ず
た
ず
た
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
結
局
=
一
月
四
日
、
努
働
争
議
調

行
主
難
詰
す
る
共
葎
誕
の
反
酎
ー
と
こ
れ
へ
の
一
位
官
認
の
同
調
唱
と
に
上
っ
て
)
倒
れ
、

停
仲
裁
決
案
の
み
が
分
離
さ
れ
成
立
す
る
一
運
び
と
た
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
調
停
仲
裁
法
が
殆
ど
何
等
の
反
撃
も
注
し
陀
議
曾
を
透
過
し
た

と
H
う
の
ぞ
は
な
い
。
だ
が
甥
行
仲
裁
渋
は
三
月
ご
八
目
を
以
て
終
了
す
る
し
、
務
費
関
係
の
封
立
緩
和
と
い
ふ
駐
曾
的
要
詩
が
と
も

か
く
も
強
制
仲
裁
制
度
の
存
置
を
必
要
と
し
て
い
作
の
ノ
て
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
=
一
月
四
日
法
は
営
初
の
政
府
原
案
の
骨
子
を
大
幅
に
師
陣
容



し
た
も
白
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
世
舎
平
和
白
強
制
的
確
保
と
い
う
緊
迫
し
た
社
合
的
要
請
を
反
臥
し
て
強
制
仲
裁
制
度
は
、
従
来
心
酔

時
措
置
的
性
格
を
放
掛
し
、
己
こ
に
常
設
助
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
む
て
あ
る
。

そ
れ
敢
に
ま
た
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い

た
一
九
三
六
年
法
の
諸
般
陥
を
補
足
修
正
す
る
も
の
と
し
て
調
停
仲
裁
手
績
の
簡
略
化
と
迅
速
化
、
控
訴
手
績
の
設
置
、
賃
金
調
整
方

式
白
改
正
な
ど
が
、
併
せ
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
強
制
仲
裁
制
度
に
劃
す
る
資
本
家
階
級
の
反
撃
と
こ
れ
に
牽
制
さ
れ
て
白
シ
ョ

1
F

Y
内
閣
り
動
格
を
思
う
と
き
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
大
臓
な
も
り
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

詰
①
】
ロ
】
お
ロ
ロ
ロ
目
ロ
門
戸

h
n
N

岳
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、

HC日
凶
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中
V

①
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♂
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③
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E
h町
民
号
、
号
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、
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号
、
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念
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目
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日
V
F
ロ
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思
ロ
F

E
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MV唱
旧
同
日
[
∞
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口
同
の
唱
5
2・
2hR
句
言
、
主
治
昌
喜
3hn
号
、
芸
員
ど
こ

-
A同
2
5
4唱。
5
5
5
n
E
E号
目
E
E
E
V
M
A
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(
E
4・
5
一日目
)HM-司

E

日
CHIMH日・

西
海
究
郎
教
授
『
ア
ラ
シ
ス
現
代
民
治
世
骨
且
』
(
=
一
一
香
居
)
二
七
七
頁
。

@⑤  

強
制
仲
裁
制
度
の
常
設
的
確
立

ー
ー
一
九
三
八
年
三
月
四
日
法
の
論
理

l
l

か
く
て
強
制
仲
裁
制
度
は
常
設
的
友
品
目
働
争
識
調
整
機
構
と
し
て
確
立
し
た
。

「
調
停
仲
裁
手
績
に
闘
す
る
一
九
三
八
年
一
二
月
四
日

フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
民
閉
・
確
立
過
程

第
七
十
六
巻

回

士

第
四
時
回

豆玉



フ
ラ
ン
ス
強
制
伸
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
過
程

第
七
十
六
巷

四
i¥. 

第
四
競

五

法
」
(
『
品
己
申
呂
田
m

吉
田
曲
目
二
自
官
。
n
z
z
S
骨

B
E
P
R
M
E
M
O片
山

-REEmo)
白
制
定
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
同
法
は
一
九
づ
一
六
年
法
の

内
容
を
補
足
修
正
し
た
も
の
ゼ
、
こ
れ
に
基
い
て
制
定
さ
れ
た
幾
づ
か
白
施
行
細
則
と
と
も
に
運
踏
の
遁
殺
に
は
い
づ
た
。

由

新
し
い
強
制
仲
裁
制
度
の
構
謹
は
決
。
諸
改
正
黙
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

第
一
に
は
、
調
停
仲
裁
手
続
を
持
賓
の
契
約
的
基
礎
の
上
に
置
〈
た
め
に
、
営
事
者
間
に
愛
生
す
る
集
圏
的
勢
働
扮
争
白
調
整
u
H
解

決
の
た
め
の
調
停
仲
裁
機
構
と
所
要
最
長
期
間
と
を
、
凡
て
白
勢
働
協
約
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
た
と
と
で
あ
る
。
調
停
委
員
曾

(口

S
E
E
S
宮
島

S
R
骨

S
E
E
Rち
と
は
協
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
己
れ
が
所
定
期
間
内
に
紛
争
解
決
に
成
功
し
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
営
該
事
件
は
協
約
所
定
白
三
名
目
仲
裁
人
に
直
ち
に
附
托
さ
れ
、
仲
裁
裁
定
不
成
立
の
場
合
に
は
一
名
心
審
判
人
(
最
絡
的
仲

裁
人
)

D
裁
定
に
委
ね
ら
れ
る
。
争
議
は
す
べ
て
一
ヶ
月
以
内
に
解
決
さ
れ
、
各
段
階
は
八
日
以
内
て
終
わ
ら
ね
ば
左
ら
な
い
。

1
1

勢
働
争
議
調
停
仲
裁
制
度
を
野
働
協
約
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
資
関
係
に
封
す
る
闘
家
樺
刀
心
温
度
の
干
渉
を
謎

げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

市

と
こ
ろ
で
、
第
働
協
約
の
定
め
る
調
停
仲
裁
手
績
の
範
圏
外
に
あ
る
集
闇
的
第
働
紛
争
に
封
し
て
は
、
女
の
如
き
調
整
機
構
が
制
定

さ
れ
た
。
常
該
紛
争
は
営
事
者
白
一
方
白
申
請
ま
た
は
廓
知
事
白
職
樺
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
燃
調
停
委
員
舎
へ
口
。
百
E
M印
刷
百
円
協
同
国
間
白

5
5
z
r骨
g
E耳
目
白
)
に
附
托
さ
れ
る

Q

但
し
特
別
の
事
情
が
介
在
す
る
場
合
、
悲
し
く
は
争
議
心
性
格
が
重
大
な
場
合
に
あ
づ
て
は
、

牒
知
事
は
(
常
事
者
自
請
求
ま
た
は
自
己
の
職
権
に
基
い
て
)
乙
れ
を
主
務
大
臣
に
附
担
し
、
主
務
大
臣
は
労
働
大
臣
と
の
協
議
白
土
て
営

該
産
業
に
闘
す
る
金
因
調
停
委
員
曾

(
P
E
5
5
B
E
5
E
Z
O
D
E
-昌
吉
宮
)
に
附
托
す
る
。
何
れ
の
場
合
と
も
、
調
停
は
夫
々
此
一

段
階
を
以
て
終
り
、
所
定
期
間
内
に
調
停
不
成
立
白
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
法
の
定
め
る
仲
裁
人
|
↓
審
判
人
に
附
担
さ
れ
る
。
紛
争

解
決
心
所
要
最
長
期
間
を
一
ヶ
月
、
各
段
階
は
八
日
以
内
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
心
場
合
も
同
じ
ゼ
あ
る
。
と
れ
は
、
調
停
仲
裁



、
、
、
、
、
、
、
、

手
績
の
簡
略
化
と
迅
速
化
が
如
何
に
墓
古
れ

τい
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
所
以
は
既
に
述
ベ
た
遁
り
ぜ
あ
る
。

時
な
担
各
萩
調
停
仲
裁
機
闘
の
制
度
的
構
造
、
わ
け
で
も
仲
裁
人
初
主
び
春
剣
人
の
輯
任
方
式
そ
の
他
忙
り
い
て
は
、
若
干
の
訴
明
を
必
要
唱
と
す
る
が
、

こ
こ
で
は
栴
致
の
制
約
の
た
め
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
れ
は
何
れ
縞
稿
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
取
扱
う
は
ず
で
あ
る
。

改
正
の
第
ご
黙
は
、
仲
裁
裁
定
の
控
訴
機
関
と
し
て
高
等
仲
裁
裁
判
所

(
P
S
F宮
口

2
5
5
r
E品
。
)

が
設
置
さ
れ
た
己
と
で
あ

る
。
裁
定
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
何
等
か
の
控
訴
手
績
を
設
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
左
い
と
の
必
要
性
は
、
既
に
一
九
=
一
六
年
法
の
運

瞥
と
と
も
に
痛
感
さ
れ
て
い
た
。
と
れ
に
腹
式
る
た
め
政
府
は
、
参
事
院
(
口
。
ロ
お
出
円
一
回
互
に
裁
定
審
査
樺
を
奥
え
よ
う
と
し
た
が
、

裁
定
審
査
を
立
国
運
裁
所

ι委
任
て
上
う
と
す
る
意
見
左
ど
百
出
す
る
う
ち
に
、
「
新
し
円
(
性
惜
の
)
事
件
に
封
し
て
は
新
し
い
(
性
格

の
)
裁
判
を
/
」

S
E
E吊
5
5
F
L
E邑
M
E
s
s
-
E
O
一
)
と
W
う
見
解
が
支
配
的
と
な
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
高
等
仲
裁
裁
判

所
の
設
立
が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
己
の
新
し
い
控
訴
機
関
は
裁
定
内
容
モ
の
も
の
の
審
査
を
任
務
と
す
る
も
の
ぞ
は
左
く
、

仲
裁
手
績
の
適
正
確
保
を
原
則
と
し
た
と
と
主
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な

b
左

wo
仲
裁
人
又
ば
審
判
人
の
裁
定
は
控
訴
を
許
き
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
破
段
院

E
E
骨

p
m
E
E
)
或
は
参
事
院
(
司
自

E
-
S
H
F
C
へ
上
告
し
え
な
い
が
、
裁
定
が
管
轄
遣
い
、
越
権
若
し
く

は
法
律
遣
反
ゼ
あ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
営
事
者
は
裁
定
を
う
け
た
日
か
ら
ン
ヨ
一
日
以
内
に
高
等
仲
裁
裁
判
所
へ
上
訴
し
う
る
己
と
と

た
っ
た
の
で
あ
る
。

(
但
し
、
第
働
大
臣
口
、
必
要
と
認
め
た
主
き
は
主
諦
大
臣
ー
と
の
協
議
を
経
て
、
闇
民
経
済
官
議
常
任
委
員
曹
の
意
見
を
徴
し
た

後
、
企
共
の
利
益
在
理
由
と
し
て
、
営
誼
裁
定
を
高
年
仲
裁
裁
判
所
に
上
訴
し
う
る
。
)
然
し
乍
ら
、
上
訴
は
仲
裁
裁
定
白
執
行
士
停
止
せ
し
め

う
る
も
D
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
上
訴
提
起
後
八
日
以
内
(
但
し
、
上
訴
封
皐
と
な
ワ
た
裁
定
が
管
轄
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
止
を
は
五
日
以

内
)
に
判
決
を
下
さ
ね
ば
た
b
ず
、
判
決
に
主
り
仲
裁
人
叉
は
審
判
i

人
心
裁
定
を
無
放
と
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
新
た
左
審
判
人
を

指
名
し
て
己
れ
に
事
件
を
附
托
せ
し
め
る
己
と
と
な
っ
加
。

フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
強
程

第
七
十
六
番

四

ブL

第
四
器

主



ア
ラ

γ

ス
現
制
仲
裁
制
度
白
展
開
・
確
立
顕
程

第
七
十
六
巻

五
O 

第
四
鵠

主
回

高
位
存
裁
裁
判
所
の
構
成
(
裁
判
官
)
は
宍
の
通
り
で
あ
る
。
夫
々
は
任
期
一
一
年
で
、
命
令
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。

参
事
院
副
総
裁
ま
た
は
参
事
院
部
長
l
l裁
判
所
長

量
産
評
定
宮
二
名
現
職
ま
た
は
退
職
の
高
等
司
法
官
お
よ
び
高
緩
行
政
官
1

各
一
一
名

但
L
、
勢
働
大
臣
の
提
起
せ
る
上
訴
審
に
劃
し
て
は
、
関
見
極
漕
曾
議
常
任
要
員
骨
町
野
使
委
員
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
労
使
の
代
表
者
二
名
炉
、
乙

れ
に
加
は
る
。

と
れ
を
要
す
る
に
、
一
九
=
一
六
年
法

l
最
初
の
強
駅
仲
裁
制
度
心
基
本
的
依
陥
白
一
ヲ
と
さ
れ
て
い
た
控
訴
手
債
の
紋
如
氏
謝
す
る
、

注
目
す
べ
き
柿
正
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
由
来
よ
う
。

改
正
貼
白
第
三
は
、
仲
裁
人
ゐ
よ
び
審
判
人
の
穫
限
と
神
裁
裁
定
の
強
制
力
に
闘
す
る
も
白
て
あ
る
。

一
九
三
六
年
法
に
治
加
て
は

仲
裁
・
審
判
人
が
司
法
上
の
仲
裁
人

(
E
E
K
g皇
官
民
E
a
)
と
し
て
の
極
め
て
庚
汎
た
樺
限
を
奥
え

b
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
同
一

産
業
の
同
種
問
題
に
つ
い
て
さ
え
種
々
友
裁
定
が
下
さ
れ
る
場
合
が
少
く
、
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
と
の
快
陥
は
仲
裁
・

審
判
機
能
の
依
援
す
べ
を
準
則
を
明
確
化
す
る
己
と
に
よ
っ
て
訂
王
さ
れ
る
事
へ
き
で
あ
ろ
う
。
モ
白
た
め
新
し
い
強
制
仲
裁
法
は
、
契

約
、
協
約
、
仲
間
令
の
解
漕
遁
用
等
に
関
す
る
法
律
的
紛
争
に
劃
し
て
は
普
通
法
の
基
準
に
従
加
、
そ
の
他
の
経
済
的
粉
品
ず
に
濁
し
て
は
、

衡
平
の
原
則
に
従
っ
て
裁
定
を
下
さ
ね
ば
な
b
左
い
と
定
め
る
己
と
に
よ
っ
て
、
仲
裁
・
審
判
人
の
裁
判
官
的
機
能
(
法
樟
的
債
値
列
断
)

と
立
法
者
的
機
能
(
新
た
な
第
働
協
約
そ
の
他
の
規
範
の
設
定
)
と
の
準
則
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
裁
定
は
仲
裁
人
叉
は
審
判

人
が
民
事
裁
判
所
に
寄
托
す
る
こ
と
に
よ
り
執
行
力
を
獲
得
す
る
上
う
定
め
ら
れ
、
同
裁
定
が
現
行
勢
働
協
約
の
解
緯
お
よ
び
賃
金
等

、
‘
.
‘
.
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
闘
す
る
と
さ
は
、
右
白
寄
托
を
僚
件
と
し
て
勢
働
協
約
と
し
て
の
放
力
主
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

最
後
に
賃
金
調
整
方
式
の
改
主
を
皐
げ
ね
ば
た

b
な
加
で
あ
ろ
う
。
腕
に
一
九
一
一
一
一
一
年
の
経
済
恐
慌
、
そ
し
て
モ
れ
か
ら
白
部
分
的

回
復
以
来
は
じ
ま
っ
亡
い
た
物
債
騰
貴
D
傾
向
は
、
ま
す
ま
す
頼
著
と
な
り
こ
れ
が
賃
金
裁
定
の
問
題
に
重
大
な
影
響
を
及
し
た
と
と



に
つ
い
て
は
、
既
に
述
ベ
た
。
物
侵
騰
貴
に
慮
じ
て
の
適
正
な
賃
金
調
整
が
藍
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
黙
は
、
営
時
白
勢
働
争
議
仏

原
因
の
大
半
い
か
賃
上
ま
た
は
賃
下
反
射
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

一
九
一
一
一
八
年
法
は
と
れ
に
鑑
み
て
、
特
に
そ
の
第
一

1
賃
金
改
訂
白
要
求
は
、
官
隠
生
計
費
指
数
の
一
か
す
費
動
が
、
係
争
中
の
賃
金
の
確
定
首
時
に
最
も
活
い
目
附
て
公

表
仕
ら
れ
た
指
数
と
比
較
し
、
少
く
と
も
五
必
ゆ

L
に
一
達
す
る
場
合
陀
受
理
せ
ら
れ
、
仲
裁
人
治
主
び
審
判
人
は
生
記
費
む
原
一
動
陀
照

醸
し
て
賃
金
を
調
整
す
之
さ
」
ょ
う
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ
ψ
規
定
は
、
賃
上
要
求
に
法
的
恥
除
を
興
え
か
も
の
と
い
う
べ
空
で
あ
ろ
う
。

以
上
わ
た
し
は
、
一
九
三
八
年
訟
に
お
け
る
四
つ
の
主
要
改
正
鮎
を
列
記
し
た
。
こ
れ
は
新
し
い
調
停
仲
裁
制
度
の
性
格
と
椿
油
を

特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
帆
叫
争
調
整
千
慢
の
簡
略
化
と
迅
速
化
、
控
訴
手
績
の
設
置
、
仲
裁
裁
定
の
強
制
カ
賦
典
、
賃
金
調
整
方
式

白
改
訂
な
ど

t
1そ
れ
は
一
九
=
一
六
年
法
に
よ
る
強
制
仲
裁
制
度
白
藷
依
陥
を
補
正
す
る
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
と
い
わ
ね
ば
左

b

友
い
。

。
伸
慨
に

b
h
て、

ゼ
は
新
し
い
強
制
仲
裁
制
度
は
、
勢
費
関
係
の
上
に
、
勢
働
組
合
運
動
の
前
塗
に
、
封
し

τ如
何
た
る
影
響
を
及
し
た
か
。
も
と
も

と
一
九
三
六
年
訟
が
、
持
費
閥
係
の
極
度
の
緊
張
激
化
の
た
か
か

b
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
使
用
者
側
は
、
強

制
仲
裁
制
度
は
完
全
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
禁
止
し
た
も
の
と
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
設
生
し
た
場
合
に
は
、
努
働
の
再
開
を
第
一
に
主
張

し
、
第
働
者
側
と
白
交
渉
士
一
切
担
否
し
、
モ
の
場
合
紛
停
を
調
停
仲
裁
手
績
に
附
托
す
る
こ
と
す
ら
激
し
く
担
否
し
て
い
た
。
己
れ

に
封
し
℃
持
働
者
階
級
は
、
強
制
仲
裁
法
が
圏
結
H
H
罷
業
構
D
禁
止
を
明
示
し
て
い
な
い
以
上
、
彼
等
が
永
年
の
関
等
を
遁
じ
て
獲
得

し
て
来
た
罷
業
の
自
由
と
権
利
は
、
猶
も
「
最
後
の
武
器
」
と
し
亡
保
留
き
れ
る
と
し
て
円
た
。
か
か
る
法
意
識
白
樹
立
が
、
集
圏
的

曲
目
働
粉
争
心
調
整
者
と
し
て
の
強
制
仲
裁
制
度
の
運
皆
を
不
振
に

F
る
臼
は
首
然
て
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
三
八
年
三
月
四
日
法
は
、

既
に
述
べ
た
如
く
、
新
し
い
強
制
仲
裁
制
度
主
務
資
の
契
約
的
基
礎
の
上
に
邑
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
己
れ
と
て
も
、
は
必

フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
目
展
開
・
確
立
揖
程

第
七
十
大
巻

王

第
四
焼

宜

五



フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
展
開
・
確
立
強
程

第
七
十
六
番

主

第
四
皆

五
六

ず
し
も
成
功
し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
友
H
o

既
に
歪
み
さ
つ
一
て
し
ま
っ
一
て
い
た
野
安
雨
営
事
者
に
7
f

っ
て
、
勢
働
協
約
に
調
停
仲
裁
手

績
を
記
載
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
に
麗
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
E
も
に
、
前
記
し
た
「
持
働
協
約
外
の
調
停
仲
裁
手

績
」
が
決
第
忙
支
配
的
と
な
U
咽
政
権
の
右
傾
化
と
と
も
に
、
と
れ
が
宰
議
調
整
か
ら
争
議
抑
屋
の
政
策
手
段
〈
土
醇
化
し
て
ゆ
く
の

J
L

あ
る
。
努
働
者
側
の
仲
裁
裁
定
違
反
は
衣
第
に
増
加
す
る
。

勢
働
者
の
同
意
た
L
の
改
正
に
よ
七
、
そ
の
性
質
を
費
平
せ
し
め
た
」
と
の
、
一
九
三
九
年
一
初
頭
の

C
G
T
ノ
1
ル
廓
支
部
の
啓
明

(
E
P
S
F
M印

刷

刊

2
5
u
c
)
は
、
そ
の
聞
の
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
己
の
射
に
つ
い
て
深
く
寸
一
入
る
こ
と
は
木
稲
の
直

接
の
課
題
で
も
在
い
し
、
人
{
7
は
そ
れ
だ
け
の
徐
白
も
な
い
。
営
仲
間
、
績
稿
に
譲

b
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
担
制
仲
裁
決
は
営
初
は
満
足
す
べ
き
も
の
ぞ
あ
り

F

有
用
で
あ
っ
た
が
、

(
未
完
)

官主
③ ① ①  

以
下
町
資
料
は
、
可
成
D
の
部
分
を
す
巳
円
。
-
E
。言、ちも
4
h号
、

b
E
R
5
2
2
F
E
D
-
ω
E
-
Z
E
S
号
に
よ
る

O

H・
2
占
E
f
h
R
号
見
員
量
町
、
守
口
町
民
主
』
是

3
E耳
、
人
向
島
、

2
2
A
ω
e
g
n
E
吋
己

E
唱
E
V
F
H
H
(
p
h
H
C由
∞
)
勺
ヤ
古

H
2白

m
g
z
F片
岡
?
尚
喜
吉
正
ミ
宮

Nhえ
P
E
g
z
b
S
N
h
号
、
常
官
、
号
、
八
口
同
色
片
山
o
o
f
-ぜ

H
H
(
H
E
C
)
2
V
4∞J
∞U
R

ス
ペ
ー
ス
γ

白
制
約
の
た
め
、
故
意
に
註
に
ま
わ
し
た
り
、
伎
述
を
端
折
っ
た
部
分
(
特
に
第
二
節
)
が
、
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
木
備
は
、

績
稿
「
フ
ラ
ン
ス
強
制
仲
裁
制
度
の
政
策
模
造
」
に
よ
っ
て
補
い
た
い
。

【
附
記
】




